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１ 歳入歳出予算補正                                                             

                                                            (単位:千円)

国県支出金 地方債 その他

衆議院議員選挙・最高裁裁判官
国民審査費

10,840 10,840

□衆議院議員選挙及び最高裁裁判官国民
審査関連経費
・非常勤職員報酬　　　　　 　　3,111
・報償金　                        11
・記念品賞品　                    68
・費用弁償　                     154
・普通旅費　                      20
・消耗品費　                     864
・燃料費　                        10
・食糧費　                       229
・印刷製本費　                   165
・郵便料　                     3,618
・電話料　                        29
・手数料　                     1,154
・選挙公報配達委託料　           809
・投票用紙裁断処理委託料　        30
・選挙時使用ゴムマット清掃業務委託料
　                               116
・使用料　                        77
・借上料　                       295
・備品購入費　                    80
（財源）
　・県委託金　                10,840

衆議院議員選挙・最高裁裁判官
国民審査費（人件費）

8,260 8,260

□選挙事務従事職員手当
・時間外手当　　　　　　　　　 8,260
（財源）
　・県委託金　　　　　　　　　 8,260

２款計 19,100 19,100

補　正　額 19,100 19,100
一般財源
・県委託金　　　　　　　　　　 4,677
・財政調整基金繰入金 　　　　△4,677

補正前の額 28,003,590 7,584,375 1,366,500 1,523,348 17,529,367

合　　　計 28,022,690 7,603,475 1,366,500 1,523,348 17,529,367

２
総
務
費

事業費
（補正予算）

事業名
説　　　　明

（積算の基礎等）

令和６年度荒尾市一般会計補正予算（第４号）資料

款
左　　の　　財　　源　　内　　訳
特　　定　　財　　源

一般財源

議第65号資料

- 1 -



荒尾市避難行動要支援者名簿等の提供に関する条例の制定について（概要） 

 

１ 制定理由 

  災害発生時に高齢者や障がい者などのうち、自ら避難することが困難な方

（以下「避難行動要支援者」という。）へ円滑かつ迅速な避難支援を行うため、

民生委員などの災害時に避難活動支援を行う者（以下「避難支援等関係者」と

いう。）に必要な範囲内で避難行動要支援者の名簿及び避難行動要支援者ごと

に避難支援等を実施するための計画（以下「名簿情報等」という。）の提供に

関し、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 条例内容 

 ⑴ 避難行動要支援者（第２条関係） 

   市内に居住する高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者の

うち、災害発生時に一人で避難することが困難な者 

 ⑵ 名簿情報等の提供先（第３条関係） 

   避難支援等関係者（民生委員、自主防災組織等） 

 ⑶ 名簿情報等の提供及び同意の取得（第３条関係） 

   避難行動要支援者に名簿情報等の提供について同意を求め、不同意の意

思の明示がない場合には、本人の同意があったものとして、避難支援等関係

者に避難支援等の実施に必要な限度で名簿情報等を提供する。 

なお、不同意の意思を明示した場合には、名簿情報等の提供は行わない。 

 ⑷ 個人情報の保護等（第４条及び第５条関係） 

   名簿情報等の提供を受けた避難支援等関係者（以下「名簿情報等被提供者」

という。）は、個人情報の保護に関する法律にのっとり、名簿情報等を適正

に取り扱わなければならない。また、市長が名簿情報等の管理状況を確認す

る必要があると認めたときは、名簿情報等被提供者に対し、管理状況の報告

を求め、又は管理状況を検査することができる。 

 

３ 施行期日  

  公布の日 
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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する 

条例の制定について（概要） 

 

１ 制定趣旨 

  刑法等の一部を改正する法律の施行により、「懲役」及び「禁錮」が廃止さ

れ、「拘禁刑」が創設されることに伴い、関係条例の文言の整理を行うもので

ある。 

 

２ 改正内容 

 ⑴ 「懲役」を「拘禁刑」に改正（第 1条から第３条まで） 

 ⑵ 「禁錮」を「拘禁刑」に改正（第４条から第７条まで） 

 

３ 施行期日 

  刑法等の一部を改正する法律の施行の日 

 

４ 改正条例一覧 

  第１条 荒尾市議会の個人情報の保護に関する条例 

  第２条 荒尾市個人情報の保護に関する法律施行条例 

  第３条 荒尾市情報公開・個人情報保護審査会条例 

  第４条 荒尾市職員の給与に関する条例 

  第５条 荒尾市職員退職手当支給条例 

  第６条 荒尾市消防団条例 

  第７条 荒尾市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例 
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後
 

 
る
工
事

用
施
設

で
あ
る

も
の
を

除
く
。
）
 そ

の
他
の
も
の
 

そ
の
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
月
 

2
2
0
  

 
る
工
事

用
施
設

で
あ
る

も
の
を

除
く
。
）

そ
の
他
の
も
の
 

そ
の
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
月
 

2
2
0
  

 
 

 
 

  
 

 
 

 
  

 
ア
ー
チ
 車

道
を
横
断
す
る

も
の
 

１
基
に
つ
き
１

月
 

2
,
2
0
0
  

 
ア
ー
チ
 車

道
を
横
断
す
る

も
の
 

１
基
に
つ
き
１

月
 

2
,
2
0
0
  

 
そ
の
他
の
も
の
 

1
,
1
0
0
  

 
そ
の
他
の
も
の
 

1
,
1
0
0
  

 
令
第
７
条
第
２
号
に
掲
げ
る
工
作
物
 

占
用
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
年
 

1
,
2
0
0
  

 
令
第
７
条
第
２
号
に
掲
げ
る
工
作
物
 

占
用
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
年
 

1
,
2
0
0
  

 
令
第
７
条
第
３
号
に
掲
げ
る
施
設
 

Ａ
に
0
.
0
3
3
を

乗
じ
て
得
た
額
  

 
令
第
７
条
第
３
号
に
掲
げ
る
施
設
 

Ａ
に
0
.
0
3
1
を

乗
じ
て
得
た
額
  

 
令
第
７
条
第
４
号
に
掲
げ
る
工
事
用
施

設
及
び
同
条
第
５
号
に
掲
げ
る
工
事
用

材
料
 

占
用
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
月
 

2
2
0
  

 
令
第
７
条
第
４
号
に
掲
げ
る
工
事
用
施

設
及
び
同
条
第
５
号
に
掲
げ
る
工
事
用

材
料
 

占
用
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
月
 

2
2
0
  

 
令
第
７
条
第
６
号
に
掲
げ
る
仮
設
建
築

物
及
び
同
条
第
７
号
に
掲
げ
る
施
設
 

1
2
0
  

 
令
第
７
条
第
６
号
に
掲
げ
る
仮
設
建
築

物
及
び
同
条
第
７
号
に
掲
げ
る
施
設
 

1
2
0
  

 
令
第
７
条

第
８
号
に

掲
げ
る
施

設
 

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の

道
路
の
路
面
下
に
設
け
る
も

の
 

占
用
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
年
 

Ａ
に
0
.
0
1
6
を

乗
じ
て
得
た
額
  

 
令
第
７
条

第
８
号
に

掲
げ
る
施

設
 

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の

道
路
の
路
面
下
に
設
け
る
も

の
 

占
用
面
積
１
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
１
年
 

Ａ
に
0
.
0
1
2
を

乗
じ
て
得
た
額
  

 
上
空
に
設
け
る
も
の
 

Ａ
に
0
.
0
2
3
を

乗
じ
て
得
た
額
  

 
上
空
に
設
け
る
も
の
 

Ａ
に
0
.
0
1
7
を

乗
じ
て
得
た
額
  

 
そ
の
他
の
も
の
 

Ａ
に
0
.
0
3
3
を

乗
じ
て
得
た
額
  

 
そ
の
他
の
も
の
 

Ａ
に
0
.
0
2
5
を

乗
じ
て
得
た
額
  

 
令
第
７
条

第
９
号
に

掲
げ
る
施

設
 

建
築
物
 

Ａ
に
0
.
0
1
6
を

乗
じ
て
得
た
額
  

 
令
第
７
条

第
９
号
に

掲
げ
る
施

設
 

建
築
物
 

Ａ
に
0
.
0
1
5
を

乗
じ
て
得
た
額
  

 
そ
の
他
の
も
の
 

Ａ
に
0
.
0
1
2
を

乗
じ
て
得
た
額
  

 
そ
の
他
の
も
の
 

Ａ
に
0
.
0
1
1
を

乗
じ
て
得
た
額
  

 
令
第
７
条

建
築
物
 

Ａ
に
0
.
0
2
3
を

 
 

令
第
７
条

建
築
物
 

Ａ
に
0
.
0
2
2
を
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現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

第
1
0
号
に

掲
げ
る
施

設
及
び
自

動
車
駐
車

場
 

乗
じ
て
得
た
額
 

第
1
0
号
に

掲
げ
る
施

設
及
び
自

動
車
駐
車

場
 

乗
じ
て
得
た
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
そ
の
他
の
も
の
 

Ａ
に
0
.
0
1
2
を

乗
じ
て
得
た
額
  

 
そ
の
他
の
も
の
 

Ａ
に
0
.
0
1
1
を

乗
じ
て
得
た
額
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
令
第
７
条

第
1
1
号
に

掲
げ
る
応

急
仮
設
建

築
物
 

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の

道
路
の
路
面
下
に
設
け
る
も

の
 

Ａ
に
0
.
0
1
6
を

乗
じ
て
得
た
額
  

 
令
第
７
条

第
1
1
号
に

掲
げ
る
応

急
仮
設
建

築
物
 

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の

道
路
の
路
面
下
に
設
け
る
も

の
 

Ａ
に
0
.
0
1
5
を

乗
じ
て
得
た
額
  

 
上
空
に
設
け
る
も
の
 

Ａ
に
0
.
0
2
3
を

乗
じ
て
得
た
額
  

 
上
空
に
設
け
る
も
の
 

Ａ
に
0
.
0
2
2
を

乗
じ
て
得
た
額
  

 
そ
の
他
の
も
の
 

Ａ
に
0
.
0
3
3
を

乗
じ
て
得
た
額
  

 
そ
の
他
の
も
の
 

Ａ
に
0
.
0
3
1
を

乗
じ
て
得
た
額
  

 
令
第
７
条
第
1
2
号
に
掲
げ
る
器
具
 

Ａ
に
0
.
0
3
3
を

乗
じ
て
得
た
額
  

 
令
第
７
条
第
1
2
号
に
掲
げ
る
器
具
 

Ａ
に
0
.
0
2
5
を

乗
じ
て
得
た
額
  

 
令
第
７
条

第
1
3
号
に

掲
げ
る
施

設
 

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
速
自

動
車
国
道
若
し
く
は
自
動
車

専
用
道
路
（
高
架
の
も
の
に

限
る
。
）
の
路
面
下
に
設
け

る
も
の
 

Ａ
に
0
.
0
1
6
を

乗
じ
て
得
た
額
  

 
令
第
７
条

第
1
3
号
に

掲
げ
る
施

設
 

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
速
自

動
車
国
道
若
し
く
は
自
動
車

専
用
道
路
（
高
架
の
も
の
に

限
る
。
）
の
路
面
下
に
設
け

る
も
の
 

Ａ
に
0
.
0
1
5
を

乗
じ
て
得
た
額
  

 
上
空
に
設
け
る
も
の
 

Ａ
に
0
.
0
2
3
を

乗
じ
て
得
た
額
  

 
上
空
に
設
け
る
も
の
 

Ａ
に
0
.
0
2
2
を

乗
じ
て
得
た
額
  

 
そ
の
他
の
も
の
 

Ａ
に
0
.
0
3
3
を

乗
じ
て
得
た
額
  

 
そ
の
他
の
も
の
 

Ａ
に
0
.
0
3
1
を

乗
じ
て
得
た
額
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

備
考
 
略
 

備
考
 
略
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ
の
条
例
は
、

令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
２
 
改
正

後
の
別
表

の
規
定
は
、
こ

の
条
例
の

施
行
の
日
以
後

の
道
路
の

占
用
に

係
る

占
用

料
に

つ
い

て
適
用

し
、
同

日
前

の
道

路
の
占

用
に
係

る
占

用
料

に
つ

い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。
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財産の処分について 

（売却予定の土地及び建物） 
 

 

東邦薬品 

エイチ・ピー熊本プロダクツ 

九州トリックス 

泰東産業 

日本精密電子 

ロジス九州 

幸和 

有明グリーン 

エネルギー 

野島鉄鋼店 

旭製作所 

エム・エー・シーテクノロジー 

売却予定の 
土地及び建物 

サンエイ化学 

旭製作所 

至 大牟田市 

至 玉名市 

国道208号線 

至 長洲町 

議第69号資料
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「荒尾総合文化センター」指定管理者の指定に係る資料 

（指定期間：令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで） 

 

 

１ 選定団体の名称、代表者及び所在地 
名  称   株式会社ケイミックスパブリックビジネス 
代 表 者   代表取締役 橋本 鉄司 

  所 在 地   東京都千代田区神田小川町一丁目２番地 
 
２ 荒尾市指定管理候補者選定委員会での評価結果 

施設名 評価の基準 株式会社ケイミックス

パブリックビジネス Ａ 

荒尾総合

文化セン

ター 

⑴ 平等利用（適・不適） 適 適 
⑵ 効用発揮（300 点） 216.0 185.0 

⑶ 安定管理（100 点） 70.0 64.0 

⑷ 経費縮減（100 点） 97.5 100.0 

提案価格（5年間） 354,046,000 円 345,331,000 円 

得点合計（500 点） 383.5 349.0 

得点順位 １ ２ 
 ※最低基準 満点の６割（300 点） 
 
３ 荒尾市指定管理候補者選定委員会での選定理由 
  株式会社ケイミックスパブリックビジネスについては、自主事業計画及び利用促進に

つながる取組を評価し、指定管理候補者としてふさわしいと判断した。 
 
４ 指定管理候補者となる団体の主な事業内容 

設 立 平成２９年４月３日 

事業内容 

・指定管理者制度による公の施設の管理運営業務 

・ＰＦＩ事業の受託及びＳＰＣ（特別目的会社）への出資 

・ホール施設の管理運営業務 

など 

指定管理者

の受託実績 

・木更津市民会館（千葉県木更津市）平成１８年４月から令和８年３月まで 

・久喜総合文化会館（埼玉県久喜市）平成１８年４月から令和８年３月まで 

など 

※前身の株式会社ケイミックスの受託実績を含む。 

 
５ 施設管理及び運営の提案要旨（事業計画書の要旨） 
  自主事業の充実とサービス向上策の実施を軸に、施設の利用促進と集客力の向上を図り、

荒尾総合文化センターの存在価値を再認識する運営を行う。 

議第70号資料
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１ 歳入歳出予算補正                                              

(単位:千円)

国県支出金 地方債 その他

運動公園施設改修費 124,612 124,612

□市民体育館屋根改修工事
・工事請負費　　　　　　　　 124,612
（財源）
　・公共施設整備基金繰入金　 124,612

10款計 124,612 124,612

補　正　額 124,612 124,612

補正前の額 28,022,690 7,603,475 1,366,500 1,523,348 17,529,367

合　　　計 28,147,302 7,603,475 1,366,500 1,647,960 17,529,367

10
教
育
費

令和６年度荒尾市一般会計補正予算（第５号）資料

款 事業名
事業費

（補正予算）

左　　の　　財　　源　　内　　訳
説　　　　明

（積算の基礎等）
特　　定　　財　　源

一般財源

議第71号資料

- 12 -



                                             
１ 歳入歳出予算補正                                              

(単位:千円)

国県支出金 地方債 その他

議会活動費 40 40
□補欠選挙により選出された議員の政務
活動費
・政務活動費　　　　　　　　　　　40

１款計 40 40

秘書課人件費（産休・育休代替
職員任用）

563 563

□会計年度任用職員1人任用
・非常勤職員報酬　　　　　　　　 484
・共済組合負担金　                33
・健康労働保険料                  46

会計管理費（産休・育休代替職
員任用）

207 207

□育休職員の育休期間延長による
・非常勤職員報酬　　　　　　　 　188
・共済組合負担金                 　9
・健康労働保険料　                10

２款計 770 770

セーフティネット支援対策等事
業費

405 405
□個別避難計画策定推進のための避難行
動要支援者名簿の更新作業
・郵便料　　　　　　　　　　　　 405

介護予防拠点整備事業費 2,370 2,370

□介護予防拠点整備事業の基準額改正に
よる
・介護予防拠点整備事業補助金　 2,370
（財源）
　・県補助金　　　　　　　　 　2,370

婦人相談員設置事業費 468 468
□令和5年度国庫補助金の精算
・返還金　                       468

介護・訓練等・障害児通所給付
費支給事業費

152,974 114,730 38,244

□障害者介護・訓練等給付費及び障害児
通所給付費の見込増による
・扶助費　　　　　　　　　　 152,974
（財源）
　・国庫負担金　　　　　　　　76,487
　・県負担金　　　　　　　　　38,243

自立支援医療費支給事業費 11,858 11,858
□令和5年度国県負担金の精算
・返還金　　　　　　　　　　　11,858

相談支援給付費等支給事業費 4,647 3,484 1,163

□相談支援給付費の見込増による
・扶助費　　　　　　　　　　　 4,647
（財源）
　・国庫負担金　　　　　　　　 2,323
　・県負担金　                 1,161

療養介護医療費支給事業費 8,577 8,577
□令和5年度国県負担金の精算
・返還金　　　　　　　　　　　 8,577

乳児家庭全戸訪問事業費 232 232
□令和5年度国庫補助金の精算
・返還金　　　　　　　　　　　 　232

令和６年度荒尾市一般会計補正予算（第６号）資料

款 事業名
事業費

（補正予算）

左　　の　　財　　源　　内　　訳
説　　　　明

（積算の基礎等）
特　　定　　財　　源

一般財源

１
議
会
費

２
総
務
費

３
民
生
費

議第72号資料
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１ 歳入歳出予算補正                                              

(単位:千円)

国県支出金 地方債 その他

令和６年度荒尾市一般会計補正予算（第６号）資料

款 事業名
事業費

（補正予算）

左　　の　　財　　源　　内　　訳
説　　　　明

（積算の基礎等）
特　　定　　財　　源

一般財源

放課後児童健全育成事業費 12,458 6,369 6,089

□放課後児童対策事業の基準額改正及び
令和5年度国庫補助金の精算
・事業運営委託料　　　　　　　12,151
・返還金　　　　　　　　　　　　 307
（財源）
　・国庫補助金　　　　　　　 　3,509
　・県補助金　                 2,860

障害児保育事業費 501 501
□令和5年度国庫補助金の精算
・返還金　　　　　　　　　　　　 501

こども家庭センター事業費 595 595
□令和5年度国庫補助金の精算
・返還金　　　　　　　　　　　　 595

利用者支援事業費 1,661 1,661
□令和5年度国庫補助金の精算
・返還金　　　　　　　　　　 　1,661

放課後児童クラブ運営委託事業
費

3,384 △ 3,384

□放課後児童対策事業の基準額改正に伴
う財源組替え
（財源）
　・国庫補助金　　　　　　　　 1,857
　・県補助金　                 1,527

新型コロナウイルス感染症対策
事業費

3,488 3,488
□令和5年度国庫補助金の精算
・返還金　　　　　　　　　　 　3,488

児童扶養手当支給事業費 780 780
□令和5年度国庫負担金の精算
・返還金　　　　　　　　　　 　　780

特定教育・保育施設型給付費 113,291 113,291
□令和5年度国県負担金の精算
・返還金　　　　　　　　　 　113,291

母子福祉一般経費 972 972
□令和5年度国庫補助金の精算
・返還金　　　　　　　　　　　 　972

助産施設入所措置費 977 525 452

□助産施設入所措置費の見込増及び令和
5年度国県負担金の精算
・扶助費　　　　　　　　　　　 　700
・返還金　                       277
（財源）
　・国庫負担金　　　　　　　　 　350
　・県負担金                   　175

母子生活支援施設入所措置費 848 848
□令和5年度国県負担金の精算
・返還金　　　　　　　　　     　848

母子家庭等高等職業訓練促進給
付事業費

3,398 3,398
□令和5年度国庫補助金の精算
・返還金　　　　　　　　　　　 3,398

生活保護費 31,340 3,000 28,340

□施設事務費の見込増及び令和5年度国
庫負担金の精算
・扶助費　　　　　　　　　　　 4,000
・返還金　　　　　　　　　　　27,340
（財源）
　・国庫負担金　　　　　　　 　3,000

３款計 351,840 133,862 217,978
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１ 歳入歳出予算補正                                              

(単位:千円)

国県支出金 地方債 その他

令和６年度荒尾市一般会計補正予算（第６号）資料

款 事業名
事業費

（補正予算）

左　　の　　財　　源　　内　　訳
説　　　　明

（積算の基礎等）
特　　定　　財　　源

一般財源

伴走型相談支援及び出産・子育
て応援給付金の一体的実施事業
費

12,374 12,374
□令和4年度及び令和5年度国庫補助金の
精算
・返還金　　　　　　　　　　　12,374

予防接種費 20,000 20,000
□令和5年度国庫負担金及び国庫補助金
の精算
・返還金　　　　　　　　　　　20,000

４款計 32,374 32,374

農業総務費（産休・育休代替職
員任用）

572 572

□会計年度任用職員1人任用
・非常勤職員報酬　　　　　　　　 471
・共済組合負担金　                33
・健康労働保険料                  46
・費用弁償　　　　　　　　　　　　22

６款計 572 572

いきいき産業立地促進助成事業
費

30,000 30,000

□荒尾市いきいき産業立地促進条例に基
づく補助
・用地取得費補助金　　　　　　30,000
（財源）
　・地域活性化基金繰入金　　　30,000

７款計 30,000 30,000

補　正　額 415,596 133,862 30,000 251,734

一般財源
・普通交付税　　　　　　　　　38,781
・障害者介護給付費国庫負担金（過年
度）　　　　　　　　　　　　　25,032
・相談支援給付費等国庫負担金（過年
度）　　　　　　　　　　　　　 1,031
・障害者介護給付費県負担金（過年度）
　　　　　　　　　　　　　　　12,515
・相談支援給付費等県負担金（過年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　 515
・土地売払収入　　　　　　　　64,329
・建物売払収入　　　　　　　　30,096
・財政調整基金繰入金          57,986
・繰越金　　　　　　　　　　　29,884
・臨時財政対策債　　　　　 　△8,435

補正前の額 28,147,302 7,603,475 1,366,500 1,647,960 17,529,367

合　　　計 28,562,898 7,737,337 1,366,500 1,677,960 17,781,101

7
商
工
費

４
衛
生
費

６
農
林
水
産
業
費
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【歳入】 　　　　　　　　　　　　  （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額 補正の理由

7款
 繰越金

その他の繰越金 3,458 3,718 7,176
令和5年度決算繰越金
（28,034千円のうち3,718
千円計上）

7,301,076 0 7,301,076

7,304,534 3,718 7,308,252

【歳出】 　　　　　　　　　　　　  （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額 補正の理由

9款
 諸支出金

3,467 3,718 7,185
精算に伴う令和5年度特別
交付金返還金

　 4,173 0 4,173

7,640 3,718 11,358

7,296,894 0 7,296,894

7,304,534 3,718 7,308,252

歳入合計

区　　分

令和６年度荒尾市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）資料

区　　分

その他

歳出合計

償還金

その他

計

その他

議第73号資料
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＜介護サービス事業勘定＞

【歳入】

補正前の額 補正額 補正後の額

1款
 サービス収入

19,200 2,645 21,845

2款
 繰入金

18,502 △ 1,811 16,691

4款
 財産収入

1 0 1

37,703 834 38,537

【歳出】

補正前の額 補正額 補正後の額

2款
 事業費

35,066 834 35,900

2,637 0 2,637

37,703 834 38,537

介護予防支援事業費
介護予防支援の委託件数増加に
伴う委託料の増額

2号補正後の介護保険特別会計予算は5,885,965千円で、その内訳は、保険事業勘定5,848,262千円、介護

サービス事業勘定37,703千円です。

今回の3号補正により、介護サービス事業勘定を834千円増額しますので、3号補正後の介護保険特別

歳出合計

その他

会計予算は5,886,799千円となります。

令和６年度荒尾市介護保険特別会計補正予算（第３号）資料

（単位：千円）

区　　分 補正の理由

介護予防サービス計画費
収入

介護予防支援実施見込件数の増
加に伴う増額

介護サービス事業基金繰入
金

サービス収入の増額に伴う繰入
金の減額

利子及び配当金

歳入合計

（単位：千円）

区　　分 補正の理由

議第74号資料
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